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地
方
税
の
国
税
化
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
税
調
が
十
二
月
中
に
行
わ
れ
、
税
制
の
方
向
性
が
策
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
来
年
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
に
伴
い
、
地
方
消
費
税
が
、
一
�
七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
�
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
議
論

が
加
速
化
し
そ
う
で
あ
る
。
地
方
に
お
け
る
消
費
税
分
の
税
収
増
加
に
伴
っ
て
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税
交
付
金
が
大
幅
に
減

額
さ
れ
る
。
す
で
に
地
方
交
付
税
交
付
金
が
支
給
さ
れ
な
い
東
京
を
含
め
愛
知
、
大
阪
に
お
け
る
地
方
税
の
国
税
化
の
動
き
が

さ
ら
に
加
速
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
地
方
税
の
国
税
化
は
在
る
べ
き
地
方
分
権
を
考
え
る
と
き
に
あ
ま
り
に
、
ご
都
合
主
義
で
刹
那
的
と
い
え
る
。
国

と
地
方
公
共
団
体
の
関
係
は
、
憲
法
上
も
対
等
で
あ
り
、
国
が
恣
意
的
に
税
の
配
分
を
行
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
の
精

神
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
今
日
の
地
方
行
政
が
確
立
さ
れ
た
昭
和
二
十
年
代
と
今
日
で
は
、
ま
っ
た
く
社
会
の
状
況
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
日
の
日
本
を
よ
り
活
力
あ
る
地
方
と
国
に
す
る
た
め
の
新
し
い
、
国
家
の
機
構
改
革
は
必
至
で
あ
る
。
こ

の
視
点
か
ら
従
来
の
国
家
と
地
方
の
関
係
を
、
道
州
制
的
な
議
論
を
含
め
て
、
根
本
か
ら
機
構
改
革
す
る
必
要
性
は
高
い
と
考

え
る
。

一



ま
た
今
回
の
政
府
税
調
に
お
い
て
東
京
の
都
民
税
の
国
税
化
は
、
昨
年
度
の
四
二
〇
〇
億
円
か
ら
、
最
大
一
兆
円
規
模
に
な

る
と
い
う
予
測
す
ら
あ
る
。

東
京
は
、
日
本
全
体
の
経
済
の
機
関
車
的
存
在
で
あ
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
。
こ
う
し
た
東
京
に
対
し
て
、
過
重
負
担
を
課

す
こ
と
は
、
東
京
の
活
力
を
削
ぐ
こ
と
に
つ
な
が
る
。
東
京
は
、
今
後
、
近
い
将
来
に
首
都
高
速
老
朽
化
対
策
、
災
害
対
策
、

上
下
水
道
の
老
朽
化
対
策
や
高
齢
者
福
祉
対
策
な
ど
に
莫
大
な
費
用
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
。
し
か
も
、
東
京

は
、
二
十
一
世
紀
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、
上
海
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
香
港
、
ロ
ン
ド
ン
な
ど
の
大
規
模
な

都
市
と
の
間
の
都
市
間
競
争
に
勝
ち
残
る
必
要
も
あ
る
。
東
京
の
こ
の
よ
う
な
重
要
な
位
置
づ
け
を
考
え
れ
ば
、
理
不
尽
な
負

担
を
東
京
の
み
に
課
す
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
日
本
の
国
家
の
活
力
を
毀
損
せ
し
め
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

こ
う
し
た
地
方
税
を
国
税
と
し
て
召
し
上
げ
る
と
い
う
手
法
の
常
態
化
が
、
正
当
な
も
の
と
考
え
る
か
。

二

東
京
都
に
お
け
る
四
二
〇
〇
億
円
と
い
う
昨
年
度
の
実
績
や
、
今
年
度
更
に
増
額
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
状
態
が
、
東

京
の
国
際
競
争
力
を
毀
損
す
る
可
能
性
が
な
い
と
考
え
る
の
か
。

三

政
府
は
、
今
後
、
道
州
制
の
導
入
を
検
討
す
る
意
思
は
あ
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


